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第５章  子ども・子育て支援法にかかる事業計画（第３期）  

１ 子ども・子育て支援制度の概要 

子ども・子育て支援制度に基づく給付・事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 子どものための教育・保育給付 

 ○施設型給付 

  ・認定こども園 

  ・幼稚園 

  ・認可保育所 

 

 ○地域型保育給付 

  ・小規模保育事業 

  ・家庭的保育事業 

  ・居宅訪問型保育事業 

  ・事業所内保育事業 

 

 

３ 子育てのための施設等利用給付 

  ・幼稚園＜新制度未移行＞   

  ・認可外保育施設 

  ・預かり保育等の利用に係る支援 

 

 

４ 乳児等のための支援給付 

  （こども誰でも通園制度）≪新規※４≫ 

  ・保育所等に通っていないこどもへの支援 

２ 地域子ども・子育て支援事業 

 ○利用者支援事業 

 ○地域子育て支援拠点事業 

 ○妊婦健康診査事業 

 ○乳児家庭全戸訪問事業 

 ○養育支援訪問事業 

 ○子育て短期支援事業 

 ○ファミリー・サポート・センター事業 

 ○一時預かり事業（幼稚園型以外・幼稚園型） 

 ○延長保育事業 

 ○病児・病後児保育事業 

 ○放課後児童健全育成事業 

 ○児童育成支援拠点事業≪新規※１≫ 

 ○親子関係形成支援事業≪新規※１≫ 

 ○妊婦等包括相談支援事業≪新規※３≫ 

 ○乳児等通園支援事業 

（こども誰でも通園制度）≪新規※４≫ 

 ○産後ケア事業≪新規※２≫ 

 ○子育て世帯訪問支援事業≪新規※１≫ 

 ○実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 ○多様な主体が本制度に参入することを 

  促進するための事業 

※１ 令和４年児童福祉法改正により新たに追加された事業です。 

※２ 令和６年子ども・子育て支援法改正により新たに追加された事業です。 

※３ 令和６年児童福祉法改正により新たに追加された事業です。 

※４ 令和６年子ども・子育て支援法改正により新たに追加された事業です。 

    令和８年度から給付化されます。 
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（１）子どものための教育・保育給付 

■施設型給付 

施設型給付は、「認定こども園」「幼稚園」「認可保育所」が対象になり、以下の給付構成が基本に

なります。 

①満３歳以上のこどもに対する標準的な教育時間及び保護者の就労時間等に応じた保育に対

する給付 

②満３歳未満のこどもの保護者の就労時間等に応じた保育に対する給付 

■地域型保育給付 

地域型保育給付は、市が認可を行う以下の地域型保育事業が対象となります。 

①小規模保育事業…小規模な環境(定員６人以上１９人以下)で保育を実施する事業 

②家庭的保育事業…家庭的な雰囲気のもと、小規模(定員５人以下)で保育を実施する事業 

③居宅訪問型保育事業…病気や障害などの理由から、保育所等で集団保育が難しい場合に保

護者の自宅で１対１で保育を実施する事業 

④事業所内保育事業…事業所内の保育施設で、従業員のこどもと地域のこどもを一緒に保育

する事業 

（２）地域子ども・子育て支援事業 

市町村が地域のこどもや子育て家庭の実情に応じて実施する事業で、様々なニーズに対応し必

要なサービスを提供していきます。 

（３）子育てのための施設等利用給付 

■施設等利用費 

施設等利用給付認定子どもが、幼稚園＜新制度未移行＞、認可外保育施設、預かり保育等の利

用において特定教育・保育等を受けた場合に利用料が給付されます。 

（４）乳児等のための支援給付（こども誰でも通園制度） 

保育所等に通っていないこどもへの支援のため、令和８年度より新たに創設されます。 
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２ 計画の対象となる児童の人口推計（就学前児童・小学生児童）  

本市の「就学前児童人口」は、実績値で 201９（令和元）年の 1,321人から 20２３（令和５）年には

1,035人と、286人減少しています。コーホート変化率法による将来予測値の人口推計では今後５

年間も減少傾向で推移し、計画期間最終年の 2029（令和 11）年には 802人になると予想されま

す。 

「小学生児童人口」も、実績値で 2019（令和元）年の 1,760 人から減少傾向で推移し、2023（令

和５）年には 1,511人と 249人減少しています。コーホート変化率法による将来予測値の人口推計で

は今後５年間も就学前児童と同様に減少傾向で推移し、計画期間最終年の 2029（令和 11）年には 

1,053人になると予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本見込量算出に使用する本市の児童推計人口は、下記のとおりです。（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年齢 令和 7 年 令和 8 年 令和 9 年 令和 10 年 令和 11 年 

0 歳 127 123 119 115 109 

1 歳 142 135 131 127 123 

2 歳 157 147 140 136 132 

3 歳 157 161 151 144 140 

4 歳 172 158 162 152 145 

5 歳 180 173 159 163 153 

6 歳 196 179 172 158 162 

7 歳 199 194 177 170 156 

8 歳 235 198 193 176 169 

9 歳 228 236 199 194 177 

10 歳 232 226 234 197 192 

11 歳 269 232 226 234 197 

1,321 1,256 1,165 1,113 1,035 986 935 897 862 837 802 

1,760 1,749 1,659 1,585 1,511 1,444 1,359 1,265 1,201 1,129 1,053

3,081 3,005
2,824 2,698

2,546 2,430 2,294 2,162 2,063 1,966 1,855

0

1,000

2,000

3,000

4,000

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年

計画期間における小学生以下児童の人口推計

（0歳～11歳）

就学前児童(0～5歳） 小学生（6～11歳）

 (単位)：人 

資料：令和元年～令和５年は、住民基本台帳による人口実績／令和６年～令和 11 年は、コーホート変化率法による人口推計  

←小学生児童 

 

←就学前児童  
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＜各種事業における量の見込みの推計手順＞ 

教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの推計にあたっては、令和６年２月に就学前

児童及び就学児の保護者を対象とした実態調査を実施し、その結果をもとに、国が示した「第三期市

町村子ども・子育て支援事業計画等における「量の見込み」の算出等の考え方（改訂版 ver.2）」の手

順に沿って算出し、地域特性の整合性等を検証しながら一部補正を行い、算出しました。 

■ 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業のニーズ量推計のフロー 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【家庭類型】 

タイプＡ ：ひとり親家庭 

タイプＢ ：フルタイム×フルタイム 

タイプＣ ：フルタイム×パートタイム 

(月120時間以上＋月下限時間[48～64時間] 

～120時間の一部) 

タイプＣ’：フルタイム×パートタイム 

(月下限時間[48～64時間]未満＋月下限時間

[48～64時間]～120時間の一部) 

タイプＤ ：専業主婦(夫) 

タイプＥ ：パートタイム×パートタイム 

(双方が月120時間以上＋月下限時間[48～64

時間]～120時間の一部) 

タイプＥ’：パートタイム×パートタイム 

(いずれかが月下限時間[48～64時間]未満＋

月下限時間[48～64時間]～120時間の一部) 

タイプＦ ：無業×無業 

① １号認定（認定こども園及び幼稚園） 

② ２号認定（認定こども園及び保育所） 

③ ３号認定（認定こども園及び保育所 

＋地域型保育） 

整備量の検討 

確保策の検討 

整備量の検討 

確保策の検討 

参酌標準の勘案 

家庭類型の分類(潜在) 

転職・就労希望から算出 

実態調査の実施 

家庭類型の分類(現在) 

教育・保育の量の見込みの算出 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの算出 

人口推計（コーホート変化率法） 

家庭類型(潜在)別推計児童数の算出 

① 利用者支援事業 

② 地域子育て支援拠点事業 

③ 妊婦健康診査 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

⑤ 養育支援訪問事業 

⑥ 子育て短期支援事業 

⑦ ファミリー・サポート・センター事業 

⑧ 一時預かり事業 

⑨ 延長保育事業 

⑩ 放課後児童健全育成事業・・・等 
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３ 提供区域の設定 

子ども・子育て支援法では、本計画において、「教育・保育」、「地域子ども・子育て支援事業」を提供

する区域を定め、当該区域ごとに令和７年度を初年度とする５年間の「量の見込み」、「確保の内容」、

「実施時期」を定めることとされています。 

国の基本指針では、市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保

育の利用状況、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、

地域の実情に応じて、保護者やこどもが居宅より容易に移動することが可能な区域を定める必要があ

るとしています。 

（１）教育・保育 

前計画では、臼杵地域・野津地域の２区域で設定していましたが、少子化の進行等を踏まえ、本

計画では、教育・保育提供区域を１区域（市内全域）とし、以下の区分で設定します。 

 

支給認定区分 対象 保育の必要性 主な利用施設 区域設定 

１号認定 

（教育標準時間認定） 

３～５歳 

なし 
幼稚園 

認定こども園 

１区域 
（市内全域） 

２号認定（保育認定） あり 
保育所 

認定こども園 

３号認定（保育認定） ０～２歳 あり 

保育所 

認定こども園 

地域型保育事業 
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（２）地域子ども・子育て支援事業 

地域子ども・子育て支援事業に関しては、地域の実情に配慮しつつ、前回計画と同様に１区域（市

内全体）で支援策を確保します。 

 

事業区分 区域設定 

①利用者支援事業 

１区域 

（市内全域） 

②地域子育て支援拠点事業 

③妊婦健康診査事業 

④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業 

⑥子育て短期支援事業 

⑦ファミリー・サポート・センター事業 

⑧一時預かり事業（幼稚園型以外・幼稚園型） 

⑨延長保育事業 

⑩病児・病後児保育事業 

⑪放課後児童健全育成事業 

⑫児童育成支援拠点事業 ≪新規≫ 

⑬親子関係形成支援事業 ≪新規≫ 

⑭妊婦等包括相談支援事業 ≪新規≫ 

⑮乳児等通園支援事業 ≪新規≫ 

⑯産後ケア事業 ≪新規≫ 

⑰子育て世帯訪問支援事業 ≪新規≫ 

⑱実費徴収に係る補足給付を行う事業 

⑲多様な事業者の参入促進・能力活用事業 
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４ 教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容 

（１）幼児期の教育・保育の量の見込みと提供体制の確保策 

教育・保育の利用状況及び実態調査により把握する利用希望を踏まえ、市内全域で均衡の取れ

た教育・保育の提供が行えるよう、就学前児童の推移、教育・保育施設の配置状況及び地域の実情、

保育の必要性がある子育て家庭の増加等を考慮し、令和７年度から令和１１年度までの５か年にお

ける教育・保育の「量の見込み」（利用に関するニーズ量）を算出するとともに、それに対応する「確

保方策」（量の見込みに対応する整備量と実施時期）を定めます。 

＜量の見込みの考え方＞ 

量の見込みについては、「ニーズ調査結果から推計」する方法と「事業実績から推計」する方法が

あります。 

本市においては、各項目の特性に応じて「量の見込み」を設定し、「他市町村からの入所児童数」

も考慮して、「本計画において使用する量の見込み」を設定しました。 

＜確保方策の考え方＞ 

計画期間内を通して利用定員が量の見込みを上回っており、今後のこども数の減少を加味し定

員の変更を行う必要はないものと考えます。 

 

■教育・保育の利用実績（各年度３月時点） 

 

教育ニーズ 保育ニーズ 教育ニーズ 保育ニーズ

３～５歳 ３～５歳 ３～５歳 １～２歳 ０歳 ３～５歳 ３～５歳 ３～５歳 １～２歳 ０歳

保育所 28 20 3 51 29 11 5 45

幼稚園

認定こども園
492 287 146 1,157 485 287 127 1,117

合計 520 307 149 1,208 514 298 132 1,162

教育ニーズ 保育ニーズ 教育ニーズ 保育ニーズ

３～５歳 ３～５歳 ３～５歳 １～２歳 ０歳 ３～５歳 ３～５歳 ３～５歳 １～２歳 ０歳

保育所 28 10 5 43 23 14 3 40

幼稚園

認定こども園
485 290 144 1,114 451 304 152 1,067

合計 513 300 149 1,157 474 318 155 1,107

３号認定

保育の必要有 合計

195 160

１号認定

学校教育のみ

３号認定

保育の必要有 合計

１号認定

学校教育のみ

１号認定

学校教育のみ

３号認定

保育の必要有 合計

１号認定

学校教育のみ

２号認定　保育の必要有 ２号認定　保育の必要有

195 160

232 218

232 218

令和４年度 令和５年度

令和２年度 令和３年度

２号認定　保育の必要有 ２号認定　保育の必要有 ３号認定

保育の必要有 合計
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■教育・保育の量の見込み及び確保の方策 

 

  

【教育・保育の量の見込みと確保方策】

教育ニーズ 保育ニーズ 教育ニーズ 保育ニーズ

３～５歳 ３～５歳 ３～５歳 １～２歳 ０歳 ３～５歳 ３～５歳 ３～５歳 １～２歳 ０歳

419 275 97 908 405 259 94 871

保育所 17 10 3 30 17 10 3 30

幼稚園

認定こども園
485 296 99 1005 485 296 99 1005

確保方策（合計） 502 306 102 1035 502 306 102 1035

83 31 5 127 97 47 8 164

教育ニーズ 保育ニーズ 教育ニーズ 保育ニーズ

３～５歳 ３～５歳 ３～５歳 １～２歳 ０歳 ３～５歳 ３～５歳 ３～５歳 １～２歳 ０歳

388 248 91 835 378 241 88 812

保育所 17 10 3 30 17 10 3 30

幼稚園

認定こども園
485 296 99 1005 485 296 99 1005

確保方策（合計） 502 306 102 1035 502 306 102 1035

114 58 11 200 124 65 14 223

教育ニーズ 保育ニーズ

３～５歳 ３～５歳 ３～５歳 １～２歳 ０歳

360 234 84 778

保育所 17 10 3 30

幼稚園

認定こども園
485 296 99 1005

確保方策（合計） 502 306 102 1035

142 72 18 257

３号認定

保育の必要有
合計

②確保方策

利用定員

(認可定員)

１号認定

学校教育のみ

３号認定

保育の必要有
合計

供給量の過不足②－①（供給－需要） 25

１号認定

学校教育のみ

３号認定

保育の必要有

②確保方策

利用定員

(認可定員)

１号認定

学校教育のみ

３号認定

保育の必要有

②確保方策

利用定員

(認可定員)

①本計画において使用する量の見込み 100

125

125

供給量の過不足②－①（供給－需要） 17 20

令和１１年度

２号認定　保育の必要有

125 125

125 125

２号認定　保育の必要有 ２号認定　保育の必要有

①本計画において使用する量の見込み 108 105

合計

１号認定

学校教育のみ

供給量の過不足②－①（供給－需要） 8 12

令和９年度 令和１０年度

125 125

125 125

令和７年度 令和８年度

２号認定　保育の必要有 ２号認定　保育の必要有

①本計画において使用する量の見込み 117 113

合計

１号認定

学校教育のみ

３号認定

保育の必要有
合計
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５ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の方策 

すべての子育て家庭に対し、その状況に応じた支援を実施し、総合的な子育て環境の向上を実現

するため、現在の利用状況に利用希望、児童数の推移等を踏まえ、地域子ども・子育て支援事業（１９

事業）の「量の見込み」と「確保方策」を以下のように設定しました。 

 

（１）利用者支援事業  

≪事業内容≫ 

こども又はその保護者の身近な場所で、子育て家庭の「個別ニーズ」の把握に努め、教育・保育施設や地域の

子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行う

事業です。 

 

≪実績≫※令和6年度は見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実施か所数 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

 １ヶ所＝「ちあぽーと」です。現在ちあぽーとに２名のコーディネーターを配置しており、市内の子育て支援４拠

点にも巡回し、早期の相談支援に繋いでいます。コーディネーター２名のうち１名は看護師を配置しており、妊娠

期からの対応も可能となっています。「あそびのひろば」には保育士を配置し、気軽に相談もできる環境づくりを

行っています。 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

臼杵市子ども・子育て総合支援センター「ちあぽーと」を拠点とし、子育て支援コーディネーターが、地域子育

て支援拠点施設（臼杵地域3か所・野津地域1か所）等を訪問しながら活動することで、臼杵市全域で子育て世

代包括支援センターとしての機能を果たしています。 

「こども家庭センター」とは、すべての妊産婦、子育て世帯、こどもへの一体的に相談支援等を行う機能を有す

る機関です。 

令和６年４月施行の改正児童福祉法により従来の「子育て世代包括支援センター」（母子保健部門）と「子ども

家庭総合支援拠点」（児童福祉部門）が有してきた機能を活かし、一体的な組織として子育て家庭へ相談支援

を実施する機関として各市町村に設置（努力義務）が求められています。 

臼杵市子ども・子育て総合支援センター「ちあぽーと」は、平成２８年から両方の機能を一体的に有しており、

法改正による統合においても機能を変更することなく､これまでの体制で「こども家庭センター」を設置していま

す。 

 

≪令和７年度～１１年度までの量の見込みと確保方策≫ 

（単位：か所） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

こども家庭

センター 

量の見込み １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

確保方策 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 
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（２）地域子育て支援拠点事業  

≪事業内容≫ 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その

他の援助を行う基本事業に加え、一時預かり事業や家庭訪問型子育て支援（ホームスタート）を実施しています。 

 

≪実績≫※令和6年度は見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実施か所数 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 

延べ利用人数 6,592人 7,412人 8,343人 12,106人 10,770人 

 事業実施施設 

臼杵地域：「ウスキッズ」「子育て支援あのね」「よいこのへや」 

野津地域：「子育て支援センター童」 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

現在、地域子育て支援拠点施設としては、市内４か所（臼杵地域3か所、野津地域1か所）あります。 

よいこのへや、子育て支援センター童では、一時預かり事業を行っており、子育て支援あのねでは家庭訪問

型子育て支援（ホームスタート）を実施しています。 

（子育て支援あのね、ウスキッズでは併設する認定こども園にて一時預かりを行っています。） 

令和５年９月によいこのへや、令和６年１２月に子育て支援あのねが移転し、施設面積が拡大し、受入体制が

さらに充実しており、近年の就学前児童の就園状況やこども数の減少等を考慮すると充足していることが確認

されます。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み 
10,695人 10,268人 9,960人 9,672人 9,394人 

４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 

確保方策 
11,500人 11,500人 11,500人 11,500人 11,500人 

４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 

※令和５年度利用実績及び令和６年度利用見込み数の平均値「11,438人」 

※量の見込みについては、利用実績及び利用見込みの平均値と就学前児童の前年比減少率から算出。 

※確保方策については、利用実績及び利用見込みの平均値は確保できているとの考え方より「11,500人」

とする。 
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（３）妊婦健康診査事業  

≪事業内容≫ 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、②検査計測、③

保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業です。 

 

≪実績≫※令和6年度は見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受診者数 236人 199人 211人 235人 ２１６人 

回数 2,303回 1,905回 2,180回 2,242回 ２,０６１回 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

妊娠中を健康に過ごし安全なお産をするため、母子健康手帳交付時に妊婦健康診査受診票を交付します。

妊婦健康診査の必要性や妊娠中の過ごし方、バランスの良い食事などの保健指導を行います。妊婦健康診査

の受診が滞っている妊婦へ、保健師からの働きかけができるように、産科医療機関の協力を得るなどの体制を

整えています。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み ２００人 １９４人 １８８人 １８１人 １７２人 

確保方策 

◆健康診査回数 ： １４回 

◆実施場所    ： 県内医療機関 

◆実施時期    ： 妊娠期間中 

※量の見込みについては、出生数の人口推計から出生数あたりの受診率により算出。 
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（４）乳児家庭全戸訪問事業  

≪事業内容≫ 

生後４ヶ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問することにより、乳児及びその保護者の心身の状況・養育

環境の把握を行うほか、子育てに関する相談に応じ、情報提供や助言を行う事業です。 

 

≪実績≫※令和6年度は見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

対象世帯 165世帯 136世帯 140世帯 148世帯 137世帯 

実施世帯 153世帯 136世帯 138世帯 148世帯 137世帯 

実施率 92.7％ 100.0％ 98.6％ 100.0％ 100.0％ 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

母子健康手帳交付や妊産婦の転入、出生手続き等の行政窓口で本事業の周知を徹底するとともに、産科・

小児科・精神科やペリネイタルビジット事業と連携することで、ハイリスク妊産婦が必要な支援を受けられるよう

な体制の強化を図っていきます。 

訪問の同意を得られない場合は、「ちあぽーと」への来所等により母子の状況把握に努めていきます。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み 127世帯 123世帯 119世帯 115世帯 109世帯 

確保方策 
◆実施期間 ： 臼杵市 

◆実施体制 ： 保健師、看護師等の専門職 

※量の見込み（家庭訪問世帯数）については、出生数の人口推計にて算出。 
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（５）養育支援訪問事業  

≪事業内容≫ 

乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、支援することが特に必要と認められる児童もしくは保護者に監護

させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援

を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該居宅において、養育に関

する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業です。 

≪実績≫※令和6年度は見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

対象世帯数 2世帯 1世帯 2世帯 2世帯 0世帯 

延べ訪問回数 38回 5回 54回 137回 0世帯 

※令和6年度の実績値について、本事業は、令和5年度まで主に家事援助を担っていました。児童福祉法改

正に伴い、養育支援訪問事業で担っていた家事援助（ヘルパー派遣）を子育て世帯訪問支援事業へ移行

したため、実績は0世帯となっています。 

※令和7年度以降は、本事業について養育に関する専門的助言を行う事業として運用していく予定です。 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭や若年の妊婦、妊娠期からの継続的な支援を特に必要す

る家庭、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭や様々な原因で養育支援が必要となっている家庭に対

して、適切な養育が行われるよう、関係機関との連携を図り情報収集に努めていきます。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み 24件 24件 24件 24件 24件 

確保方策 臼杵市（社会福祉法人等に委託） 

※量の見込みについては、事業利用件数（予定）2世帯×月1回×12か月＝24件 
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（６）子育て短期支援事業  

≪事業内容≫ 

養育者の疾病やその他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や、平日

の夜間や休日に不在で家庭での養育が困難な場合に、児童養護施設等において、こどもを一定期間、養育・保

護を行う事業です。 

 

≪実績≫※令和6年度は見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

人数 0人 1人 3人 2人 4人 

施設数 4か所 7か所 7か所 7か所 7か所 

※ショートステイのみ 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

緊急時のセーフティネットとして、家庭での養育が一時的に困難となり支援が必要な家庭に対して、受入施設

と行政が連携し、速やかに対応できる体制の充実を図ります。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

ショート 
ステイ 

量の見込み 26人 26人 26人 26人 26人 

確保方策 7か所 8か所 10か所 10か所 10か所 

トワイライト
ステイ 

量の見込み 12人 12人 12人 12人 12人 

確保方策 7か所 8か所 10か所 10か所 10か所 

※量の見込みについては、過去の実績により算出 

※確保方策については、委託先の施設数で算出し、令和8年度以降は、里親家庭での受入れを新規 

拡充する予定として算出 
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（７）ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）  

≪事業内容≫ 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを

希望する者と、当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。 

令和5年度より、地域子育て支援拠点事業を実施している「よいこのへや」へ委託して実施しています。 

 

≪実績≫※令和6年度は見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

提供会員 24人 26人 23人 29人 34人 

依頼会員 25人 31人 32人 43人 55人 

利用延べ人数 27人 9人 15人 32人 55人 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

ホームページ等に事業内容を掲載することにより、広く事業を周知するとともに、保育所・認定こども園、放課

後児童クラブ等の関係する施設に事業のパンフレットを配置して周知を図ります。 

 

◆対象となるこども：生後6ヶ月～小学６年生 

◆利用料（１時間あたり） 

月～金（7時00分～19時00分） 500円 

それ以外の時間帯・土・日・祝日 600円 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

 

 

 
 

※量の見込みについては、ニーズ調査より算出 

※令和５年度利用実績及び令和６年度見込み数の平均値「43人」 

※確保方策については、平均値は確保できているとの考え方より「43人」とする。 

  

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み 30人 26人 25人 23人 22人 

確保方策 43人 43人 43人 43人 43人 



 

109 

（８）一時預かり事業 （a:幼稚園型以外） 

≪事業内容≫ 

保育所等を利用していない家庭において、保護者の就労形態や傷病等の緊急な理由や育児疲れの解消等

の理由により、一時的に家庭での保育が困難となった場合に保育所等においてこどもを一時的に預かる事業で

す。 

 

≪実績≫※令和6年度は見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実施施設数 9か所 9か所 9か所 9か所 １０か所 

延べ利用人数 1,004人 803人 797人 1,410人 １,５５５人 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

必要な人が必要なときに利用できるように、臼杵市ホームページや公式ＳＮＳ、「ちあほっと（※「臼杵市版子

育て支援アプリ」）」等の活用により、一時預かり事業や実施施設を広く周知していきます。安心・安全な預かり

体制や、質の高い保育ができるように努めていきます。 

令和５年度より一時預かり（保育）事業利用料助成事業を開始し、月に４回まで、２，０００円／回を上限に利

用料を補助しています。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み 1,379人 1,324人 1,284人 1,247人 1,197人 

確保方策 
1,500人 1,500人 1,500人 1,500人 1,500人 

１０か所 １０か所 １０か所 １０か所 １０か所 

※新型コロナウイルス感染症の影響等により令和２～４年度は利用控えがあったと考えられるため、 

令和５年度と令和６年度見込みから平均値を算出する。 

令和５年度と令和６年度見込みの利用実績の平均値「1,483人」 

※量の見込みについては、利用実績の平均値と就学前児童の前年比減少率から算出。 

※確保方策については、利用実績は確保できているとの考え方より「1,500人」とする。 
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（８）一時預かり事業 （b:幼稚園型） 

≪事業内容≫ 

幼稚園・認定こども園において在籍園児を対象として、通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、保

護者の希望に応じて預かり保育を行う事業です。 

 

≪実績≫※令和6年度は見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実施施設数 10か所 10か所 10か所 10か所 １０か所 

延べ利用人数 17,573人 21,087人 17,306人 17,273人 １８,５５２人 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

保護者のニーズに対応するため、預かり保育事業を実施する幼稚園・認定こども園に補助を行います。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み 17,02８人 16,34７人 15,85７人 15,39７人 14,781人 

確保方策 
２９，５２０人 ２９，５２０人 ２９，５２０人 ２９，５２０人 ２９，５２０人 

１０か所 １０か所 １０か所 １０か所 １０か所 

※令和２年度から令和５年度までの利用実績の平均値「18,310人」 

※量の見込みについては、利用実績の平均値と就学前児童の前年比減少率から算出。 

※確保方策については、事業の実施施設１０ヶ所の幼稚園部の利用定員（１２３人×２０日×１２ヶ月） 

は確保できているとの考え方より「２９，５２０人」とする。 
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（９）延長保育事業  

≪事業内容≫ 

就労形態の多様化等に伴い、保育所・認定こども園において、通常の保育時間を延長して在籍園児を

保育する事業です。 

 

≪実績≫※令和6年度は見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実施か所数 9か所 9か所 9か所 9か所 9か所 

延べ利用人数 342人 368人 314人 470人 ４００人 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

保護者のニーズに対応するため、保育士の配置の充実を図り、質の高い保育ができるように努めていきます。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み ３４８人 ３３４人 ３２４人 ３１５人 ３０２人 

確保方策 
８２０人 ８２０人 ８２０人 ８２０人 ８２０人 

９か所 ９か所 ９か所 ９か所 ９か所 

※令和２年度から令和５年度までの利用実績の平均値「３７４人」 

※量の見込みについては、利用実績の平均値と就学前児童の前年比減少率から算出。 

※確保方策については、市内９施設で延長保育事業を実施しており、全在園児が利用を希望した 

場合に受入可能であるとの考え方により「８２０人」とする。 

 

  



 

112 

（１０）病児・病後児保育事業  

≪事業内容≫ 

保護者が就労等の理由により、家庭で保育できない病気や病気の回復期にある乳幼児や小学生を対象

に、病院併設の専用スペースにおいて保育及び看護ケアを行う事業です。 

 

≪実績≫※令和6年度は見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実施か所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

延べ利用人数 278人 889人 514人 1,291人 1,293人 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

病児・病後児保育の利用延べ人数の実績では令和２年度２７８人、令和５年度1,291人であり、受入れ体制は

充実していると考えられます。 

市外で就労されている方の利便性等を考慮し、平成30年度から市外の病児保育施設を利用する際、費用の

一部を助成する利用費助成金により、当該保護者の負担を軽減します。 

令和６年５月からは、タクシーによる送迎支援を行っています。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み 1,300人 1,300人 1,300人 1,300人 1,300人 

確保方策 
2,500人 2,500人 2,500人 2,500人 2,500人 

１か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

※新型コロナウイルス感染症の影響等により令和２～４年度は利用控えがあったと考えられるため、 

令和５年度と令和６年度見込みから平均値を算出する。 

令和５年度の利用実績及び令和６年度の利用見込みの平均値「1,292人」 

※量の見込みについては、実態調査における利用ニーズが高いことから、児童人数の前年比減少率は 

加味せず、利用実績の平均値を量の見込みとして採用する。 

※確保方策については、利用定員数×利用できる日（日曜日・祝日等を除く）により算出 
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（１１）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）  

≪事業内容≫ 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、放課後等に適切な遊び及び生活の場を提供し

て、その健全な育成を図る事業です。 

 

≪実績≫※令和6年度は見込み 

単位（人日） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実績（全体計） 630人 627人 662人 ６６７人 ６８６人 

 １年生 166人 155人 151人 １５８人 １５５人 

 ２年生 152人 148人 149人 １４８人 １４５人 

 ３年生 126人 132人 133人 １３３人 １２６人 

 ４年生 98人 96人 112人 １０９人 １１１人 

 ５年生 48人 64人 72人 ７７人 ８９人 

 ６年生 40人 32人 45人 ４２人 ６０人 

 施設数（支援単位数） 14か所 15か所 15か所 15か所 16か所 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

現在11か所で事業を実施しており、引き続き利用者のニーズに応じた提供体制の確保に努めます。 

ニーズ量は、令和６年度で６８６人（低学年４２６人・高学年２６０人）となっており、その後低減していく見込み

です。面積基準「１・６５㎡/人」からすると、放課後児童クラブの総定員は９７７名（臼杵地区７１９名・野津地区２５

８名）となっており、待機児童も発生していない状況になっています。 

今後、既存施設の施設整備とともに、支援員確保や処遇改善に取り組んでいきます。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み（全体） ６２３人 ５８０人 ５５１人 ５１８人 ４８３人 

 

1年生 １１８人 １１３人 １２３人 １２０人 １１５人 

2年生 155人 １３０人 １２０人 １２０人 １１０人 

３年生 １０７人 １０５人 １００人 ９３人 ８９人 

４年生 １０４人 １０２人 ９５人 ９０人 ８５人 

５年生 ７７人 ７０人 ６３人 ５０人 ４０人 

６年生 ６２人 ６０人 ５０人 ４５人 ４４人 

確保方策 
定員数 ６９６人 ６９６人 ６９６人 ６９６人 ６９６人 

支援単位数 16か所 16か所 16か所 16か所 16か所 

※本市の児童推計人口（小学生児童）の量の見込みに令和６年度の児童クラブ利用率をかけて量の 

見込み（全体）を算出。 

※量の見込み（全体）に学年の登録人数比率（令和６年度の比率参考）をかけて、各学年の量の見込み 

を算出。 
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（１２）児童育成支援拠点事業 【新規】 

≪事業内容≫ 

養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居場所となる場

を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相

談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及び家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う

等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、「子どもの最善の利

益」の保障と健全な育成を図る事業です。 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

令和４年度より「支援対象児童等見守り強化事業」による食事や日用品の配布、平成６年度より「子育て世

帯訪問支援事業」の対象児童家庭に訪問支援員を派遣し家事援助を行っており、両事業により支援ができて

います。ただし、今後、児童の居場所となる施設及び要保護・要支援対象者の状況に応じて、必要性が生じた

場合には実施を検討します。 

 

 

 

（１３）親子関係形成支援事業 【新規】 

≪事業内容≫ 

児童との関わり方や子育てに悩み・不安を抱えた保護者が、親子の関係性や発達に応じた児童との関

わり方等の知識や方法を身につけるため、講義、グループワーク、ペアレント・トレーニング等を実施すると

ともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場

を設け、健全な親子関係の形成に向けた支援を行う事業です。 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

現在、子育て応援プログラム（ペアレントプログラム）を実施しています。子育て中の保護者の認知的な枠組

み（物の見方へ考え方）に働きかけることにより、子育てが楽しく感じられるようになることを目的としています。

既存の子育て応援プログラム（ペアレントプログラム）の状況によって、必要に応じて、親子関係形成支援事業の

活用を検討していきます。 
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（１４）妊婦等包括相談支援事業 【新規】 

≪事業内容≫ 

妊婦等に対して面談その他の措置を講ずることにより、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境等

の把握を行うほか、母子保健や子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行う事業です。 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

妊婦やその配偶者等へ周知し、当該年度の妊娠届をした対象者全員が利用できるよう、推計した妊娠届出

数に応じた面談実施数と同数を確保の方策としています。 

 

≪量の見込みと確保方策≫  

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

妊婦等包括 
相談支援事業 

量の見込み 
妊娠届出数 128件 

面談回数  3回/件 

面談実施数 384回 

妊娠届出数 124件 

面談回数  3回/件 

面談実施数 372回 

妊娠届出数 120件 

面談回数  3回/件 

面談実施数 360回 

妊娠届出数 116件 

面談回数  3回/件 

面談実施数 348回 

妊娠届出数 110件 

面談回数  3回/件 

面談実施数 330回 

確保方策 
（こども家庭
センター） 

384回 372回 ３６０回 ３４８回 ３３０回 

※国の量の見込みの考え方により算出  ※妊娠届出数×1組当たり面談数＝面談実施合計回数 
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（１５）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 【新規】 

≪事業内容≫ 

すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対

し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、０歳６ヵ月から満３歳未満

の未就園児を対象に、月一定時間を上限に保育施設等を利用できる制度です。（令和８年度から本格実

施） 

 

≪実績見込み≫※令和６年度は、こども誰でも通園制度試行的事業を実施 

こども誰でも通園制度 
試行的事業 

令和６年度 

実利用人数 延べ利用時間数 

０歳児 ５人 １６９時間 

１歳児 ４人 １５９時間 

２歳児 ４人 １３６時間 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

令和８年度からの本格実施（給付制度化）に向け、令和６年度に「こども誰でも通園制度試行的事業」を実施

しています。試行的事業の利用状況等から保護者のニーズを把握し、提供体制を確保していきます。今後の国

の動向を注視し、必要に応じて実施内容の見直し等を検討します。 

月一定時間は、こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業における上限を踏まえ、１０時間と

仮定します。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 必要定員数 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

０歳児 
量の見込み １人 １人 １人 １人 １人 

確保方策 １人 １人 １人 １人 １人 

１歳児 
量の見込み １人 １人 １人 １人 １人 

確保方策 １人 １人 １人 １人 １人 

２歳児 
量の見込み １人 １人 １人 １人 １人 

確保方策 １人 １人 １人 １人 １人 

※国の量の見込みの考え方より算出。 

 ・「必要受入れ時間数」は令和６年度の実績見込みより算出。 

 ・「必要定員数」＝「必要受入れ時間数÷定員一人一月当たりの受入れ可能時間数（★） 

  （★）月１７６時間（８時間×２２日）を基本とする。 

※確保方策については、試行的事業の実績見込みは確保できているとの考え方より算出。 
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（１６）産後ケア事業 【新規】 

≪事業内容≫ 

生後１歳未満の母子に対して、産科医療機関・助産所・自宅で助産師等の専門家が心身のケアや育児の

サポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う事業です。 

 

≪確保方策に対する考え方≫ 

令和２年度より事業を開始し、令和６年度からは、自己負担額の軽減、対象者の拡大や訪問型サービスの導

入を行ったことで、前年度よりも利用者が大幅に増加しています。今後も対象者が産後ケア事業を必要とする

際に、利用できるようサービスの提供体制を確保していきます。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 延べ人数 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み ３０８人 ３３０人 ３５２人 ３７４人 ３９６人 

確保方策 ３０８人 ３３０人 ３５２人 ３７４人 ３９６人 

   ※国の量の見込みの考え方により算出 

 

 

（１７）子育て世帯訪問支援事業 【新規】 

≪事業内容≫ 

訪問支援員が、家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がい

る家庭の居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施する

ことにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ事業です。 

 

≪確保方策≫ 

家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭について、状況によっては、緊急的に家事援助

などの支援を行う必要性があります。迅速な支援を開始できるよう体制を維持していきます。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 延べ人数 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み 180件 180件 180件 180件 180件 

確保方策 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所 

  ※量の見込みについては、令和6年度の実績を考慮し、算定 180件 

※確保方策については、委託先の施設数で算出 2か所 
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（１8）実費徴収に係る補足給付を行う事業  

≪事業内容≫ 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、各施設事業者において実費徴収を行うことができることとされ

ている①「食事の提供に要する費用（※新制度に移行していない園に限る）」及び②「日用品、文房具等の

購入に要する費用」等について、低所得世帯を対象に費用の一部を補助する事業です。 

 

≪確保方策≫ 

令和６年度は、この事業は対象施設が存在しないこと等の理由により実施していません。ただし、対象施

設及び対象者の状況に応じて、必要性が生じた場合には実施を検討します。 

 

 

（１9）多様な事業者の参入促進、能力活用事業  

≪事業内容≫ 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を

活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。 

 

≪確保方策≫ 

令和６年度は、市内には認可保育所・認定こども園が１１施設存在します。今後児童数が減少していく中

で、本事業については必要がないと考えます。今後、何らかの事情により供給量の不足が生じた場合には、

検討する必要があります。 
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６ 教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保 

（１）認定こども園の普及について  

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、「学校教育」「保育」「子育て支援」を総合

的に提供することができるとともに、保護者の就労状況及びその変化等によらず柔軟にこどもを受

け入れられる施設です。 

本市においては、１０施設が認定こども園へ移行済みであり、今後も多岐にわたる子育て世代の

保育ニーズに対応し、質の高い教育・保育サービスを展開していきます。 

（２）質の高い幼児期の学校教育・保育，地域の子育て支援の役割および推進方策 

乳幼児期はこどもの生涯にわたる人格形成の基礎が培われる重要な時期であり、発達段階に応

じた質の高い教育・保育や子育て支援が提供されることが重要です。 

そのためには、人材の確保・育成、職員の意識向上・専門性の向上等が不可欠であり、関係機関

や関係団体等と連携し各種研修等を充実させ、質の高い教育・保育が提供できるよう資質向上の

支援を行います。 

（３）幼小の連携の推進について 

認可保育所・認定こども園の保育教諭と小学校の先生がお互いの園や学校で研修を行い、園

児、児童の学びを体験する研修やそれぞれの教育について意見交換や共同研究等を行う研修会を

通じて連携し、乳幼児期の教育や小学校入学時の教育について共通理解を図り、小学校への円滑

な接続を目指します。 

また、幼児教育アドバイザーが園と学校の架け橋となり、さらに細やかな理解と連携の推進が期

待されます。 

さらに、臼杵市のスタンダードモデルプランとなる「臼杵市架け橋期カリキュラム」をもとに、認可保

育所・認定こども園・小学校・行政が一体となり『自分の考えを持ち伝え合う子』『認め合い協同する

子』『探求し、粘り強く取り組む子』の育成に努めていきます。 

市全体で「しらしんけん『遊び・学ぶ』臼杵っこ」を育成するため、引き続き連携を進めていきます。 

 

７ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 

2019（令和元）年 10月の幼児教育・保育の無償化における「子育てのための施設等利用給付制

度」において、施設等利用給付の公正かつ適正な支給の確保、保護者の経済的負担の軽減や利便性

等を勘案し、各施設において取りまとめることを基本としつつ、必要に応じて給付方法の検討を行いま

す。 

また、特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示、指導監督等の法に基づく事務の執行や権限の

行使について、大分県との連携や情報共有を図りながら、適切な取組を進めていきます。 


